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公布 規則

◇ 鳥取県麻薬取締員証 関 規則（ ）（医務薬事課）……………………………………………

鳥取県特別医療費助成条例施行規則 一部 改正 規則（ ）（障害福祉課）………………

鳥取県環境影響評価条例施行規則 一部 改正 規則（ ）（環境政策課）…………………

◇ 交番 他 派出所及 駐在所 設置 関 規則 一部 改正 規則

（ ）（地域課）…………………………………………………………………………………………

◇鳥取県麻薬取締員証 関 規則

目的（第 条関係）

規則 、麻薬及 向精神薬取締法 規定 任命 麻薬取締員 身分 証 所

持 麻薬取締員証 関 必要 事項 定 目的 。

定義（第 条関係）

規則 「麻薬取締員証」 、身分証及 記章並 収納

。

麻薬取締員証（第 条、別記様式関係）

麻薬取締員証 制式 定 。

身分証及 記章 提示（第 条関係）

麻薬取締員 、職務 執行 当 、司法警察員 職務 行 者 示 必要

、身分証及 記章 提示 。

麻薬取締員証 携帯等（第 条～第 条関係）

麻薬取締員証 携帯、取扱 及 返納並 紛失等 際 届出 必要 規定 設 。

施行期日等

（ ） 規則 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 麻薬及 向精神薬取締法施行細則 所要 改正 行 。

◇鳥取県特別医療費助成条例施行規則 一部 改正 規則

所得 低額 他 事情 酌 入院時 食事療養 係 費用 補助 対象

者 、次 掲 者 。（第 条 関係）

（ ） 次 掲 認定証 交付 受 者

老人保健法施行規則 規定 限度額適用・標準負担額減額認定証

介護保険法施行規則 規定 認定証

（ ） 次 掲 認定証 記載 減額対象者

健康保険法施行規則 規定 交付 標準負担額減額認定証又 限度額適用・標準負担額減

額認定証
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イ の により された は

ウ の により された は

エ の により された は

オ の により された は

カ の により された は

この は から することとした

の を する

の に う の の を うこととした

ダム の の に る の の つを の による

の を う の による の を う とす

ることとした

その の の を うこととした

この は の から することとした ただし は から することと

した

に する をここに する

に する

この は び の により された

にその を するために させる に し な を めることを とする

この において とは び びにこれらを するものをいう

の は によるものとする

び の

は の に たり としての を う であることを す があると

きは び を しなければならない

国民健康保険法施行規則 規定 交付 標準負担額減額認定証又 限度額適用・標準負担

額減額認定証

船員保険法施行規則 規定 交付 標準負担額減額認定証又 限度額適用・標準負担額減

額認定証

国家公務員共済組合法施行規則 規定 交付 標準負担額減額認定証又 限度額適用・標

準負担額減額認定証

地方公務員等共済組合法施行規程 規定 交付 標準負担額減額認定証又 限度額適用・

標準負担額減額認定証

私立学校教職員共済法施行規則 規定 交付 標準負担額減額認定証又 限度額適用・標

準負担額減額認定証

規則 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県環境影響評価条例施行規則 一部 改正 規則

道路構造令 一部改正 伴 所要 規定 整備 行 。（別表第 関係）

等 新築等 事業 係 環境影響評価書 送付先 一 独立行政法人水資源機構法 規定

事業実施計画 認可 行 者（現行 水資源開発公団法 規定 事業実施計画 認可 行 者）

。（別表第 関係）

他所要 規定 整備 行 。

規則 、公布 日 施行 。 、 、平成 年 月 日 施行

。

鳥取県麻薬取締員証 関 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県麻薬取締員証 関 規則

（目的）

第 条 規則 、麻薬及 向精神薬取締法（昭和 年法律第 号）第 条第 項 規定 任命 麻

薬取締員 身分 証 所持 麻薬取締員証 関 必要 事項 定 目的 。

（定義）

第 条 規則 「麻薬取締員証」 、身分証及 記章並 収納 。

（麻薬取締員証）

第 条 麻薬取締員証 制式 、別記様式 。

（身分証及 記章 提示）

第 条 麻薬取締員 、職務 執行 当 、司法警察員 職務 行 者 示 必要

、身分証及 記章 提示 。
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改 正 後 改 正 前

（総則）

第 条 麻薬及 向精神薬取締法（昭和 年法律第 号。

以下「法」 。） 施行 関 、麻薬及 向

精神薬取締法施行規則（昭和 年厚生省令第 号。以

下「省令」 。）及 鳥取県麻薬取締員証 関

規則（平成 年鳥取県規則第 号）

規則 定 。

（総則）

第 条 麻薬及 向精神薬取締法（昭和 年法律第 号。

以下「法」 。） 施行 関 、麻薬及 向

精神薬取締法施行規則（昭和 年厚生省令第 号。以

下「省令」 。） 規則 定

。

１ １び

という の に しては び

という び に す

る によるほかこの

の めるところによる

び

という の に しては び

という によるほかこの の めると

ころによる

28 14

28 14

15 78

28 14

28 14

（麻薬取締員証 携帯）

第 条 麻薬取締員 、麻薬取締員証 取扱 慎重 、常 携帯 。

麻薬取締員 、麻薬取締員証 紛失 特 留意 。

麻薬取締員 、麻薬取締員証 他人 貸与 、又 譲渡 。

（届出）

第 条 麻薬取締員 、麻薬取締員証 紛失 、 損 、又 汚損 、直 知事 届 出

。

（返納）

第 条 麻薬取締員 、麻薬取締員 免 、直 麻薬取締員証 知事 返納 。

附 則

（施行期日）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

（麻薬及 向精神薬取締法施行細則 一部改正）

麻薬及 向精神薬取締法施行細則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。

の
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は を に し は してはならない

は を し き し は したときは ちに に け なければな
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別記様式（第 条関係）

身分証 記章

身分証及 記章 収納

備考

身分証及 記章 収納 、黒色革製二 折 、 付 穴 設 。

身分証入 、無色透明 製 、身分証 表示 事項 外側 確認

。

身分証 、脱帽上半身正面 写真 印刷 、又 付 、氏名 記 、県印 刻印 、及 知事印

押 。 、当該写真 印刷 場合 、県印 刻印 要 。

記章 、金属製 、「麻薬取締員」及 「 」 文字 黒色、 他

部分 金色又 銀色 表示 。
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改 正 後 改 正 前

（目的）

第 条 略

（条例第 条第 項 規則 定 者）

第 条 条例第 条第 項 規則 定 者 、次

掲 者 。

（ ） 次 掲 認定証 交付 受 者

老人保健法施行規則（昭和 年厚生省令第 号）

第 条第 項 規定 限度額適用・標準負担額

減額認定証

介護保険法施行規則（平成 年厚生省令第 号）

第 条 第 項 規定 認定証

（ ） 次 掲 認定証 記載 減額対象者

健康保険法施行規則（大正 年内務省令第 号）

第 条第 項 規定 交付 標準負担額

減額認定証又 同令第 条第 項 規定

交付 限度額適用・標準負担額減額認定証

国民健康保険法施行規則（昭和 年厚生省令第

号）第 条 第 項 規定 交付

標準負担額減額認定証又 同令第 条 第

項 規定 交付 限度額適用・標準負

担額減額認定証

船員保険法施行規則（昭和 年厚生省令第 号）

第 条 第 項 規定 交付 標

準負担額減額認定証又 同令第 条 第

項 規定 交付 限度額適用・標準負担

額減額認定証

国家公務員共済組合法施行規則（昭和 年大蔵

省令第 号）第 条 第 項 規定 交付

標準負担額減額認定証又 同令第 条

第 項 規定 交付 限度額適用・標

準負担額減額認定証

地方公務員等共済組合法施行規程（昭和 年総

（目的）
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11 36
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15 36

59

105

33

53 26

27 14

15

24

47

33

54 99

105

37

鳥取県特別医療費助成条例施行規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県特別医療費助成条例施行規則 一部 改正 規則

鳥取県特別医療費助成条例施行規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中条 表示 下線 引 条 加 。

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の の に が かれた を える

15 30

48 53

９

鳥取県規則第 号79



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 30 1246 ９

理府・文部省・自治省令第 号）第 条 第

項 規定 交付 標準負担額減額認定

証又 同令第 条 第 項 規定 交付

限度額適用・標準負担額減額認定証

私立学校教職員共済法施行規則（昭和 年文部

省令第 号）第 条 第 項 規定 交付

標準負担額減額認定証又 同令第 条

第 項 規定 交付 限度額適用・標準

負担額減額認定証

改 正 後 改 正 前

（対象事業）

第 条 略

及 略

条例第 条第 項第 号 規則 定 事業 、事

業 実施 区域 全部又 一部 同条第 項 規

定 特別地域 含 事業 、別表第

左欄 掲 事業 種類 同表 右欄

掲 要件 該当 。

別表第 （第 条関係）

事業 種類 特別地域

条例別表第 号 掲

事業（車線（道路

構造令（昭和 年政令

第 号）第 条第

号 規定 登坂車線、

同条第 号 規定

屈折車線及 同条第

号 規定 変速車線

除 。以下同 。）

略

（対象事業）

第 条 略

及 略

条例第 条第 項第 号 規則 定 事業 、事

業 実施 区域 全部又 一部 前条 定 地

域 含 事業 、別表第 左欄 掲

事業 種類 同表 右欄 掲 要件

該当 。

別表第 （第 条関係）

事業 種類 特別地域

条例別表第 号 掲

事業（車線（道路

構造令（昭和 年政令

第 号）第 条第

号 規定 登坂車線、

同条第 号 規定

屈折車線及 同条第

号 規定 変速車線

除 。以下同 。）

略
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１ ２

１ １

２ ６

７

８

106

110

28

28

13

45

320

45
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の
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された

カ

の の により

された は の

の により された

び

の で める は

が される の は が に

する に まれる であって の

に げる の ごとにそれぞれ の に

げる に するものとする

の

に

げる

に する

に する

び

に する

を く じ

び

の で める は

が される の は が に める

に まれる であって の に げる

の ごとにそれぞれ の に げる に

するものとする

の

に

げる

に する

に する

び

に する

を く じ

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県環境影響評価条例施行規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県環境影響評価条例施行規則 一部 改正 規則

鳥取県環境影響評価条例施行規則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

この は から する

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた という を に する の

の が かれた に める

15 10

15 30

11 37

１

９

鳥取県規則第 号80
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の が の を

け は の が

するものに

る びに

び に げ

る

の

に げる

ア びイ

ウ

の による

エ

の が の を

け は の が

するものに

る びに

び に げ

る

の

に げる

ア びイ

ウ

の による

エ

数 以上 道路

設 、又 車線 数

以上増加

限 。）並 同表第

号及 第 号 掲

事業

～ 略

別表第 （第 条関係）

事業 種類 許認可等

略

条例別表第

号 掲 事業

及 略

独立行政法人水資源機構法

（平成 年法律第 号）第

条第 項 規定 認可

略

～ 略

数 以上 道路

設 、又 車線 数

以上増加

限 。）並 同表第

号及 第 号 掲

事業

～ 略

別表第 （第 条関係）

事業 種類 許認可等

略

条例別表第

号 掲 事業

及 略

水資源開発公団法（昭和

年法律第 号）第 条第

項 規定 認可

略

～ 略

改 正 後 改 正 前

別表（第 条関係）

警察署 名 称 位 置 所 管 区 等

略

略

別表（第 条関係）

警察署 名 称 位 置 所 管 区 等

略

略

４

４

３ ４

２ ５

５

１

２ ２

１

３ ９

４

４

３ ４

２ ５

５

１

２ ２

１

３ ９

２ ２
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14 182 13

42

36

218 20

附 則

規則 、公布 日 施行 。 、別表第 改正 、平成 年 月 日 施行 。

交番 他 派出所及 駐在所 設置 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県公安委員会委員長 足立 統一郎

交番 他 派出所及 駐在所 設置 関 規則 一部 改正 規則

交番 他 派出所及 駐在所 設置 関 規則（昭和 年鳥取県公安委員会規則第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

この は の から する ただし の は から する

その の び の に する の を する をここに する

その の び の に する の を する

その の び の に する の を のよ

うに する

の の の が かれた を の の が かれた に める

５ １

９

５

15 10

15 30

38

鳥取県公安委員会規則第 号８

公 安 委 員 会 規 則
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鳥
取
県
郡
家
警
察
署

若桜町若

桜警察官

駐在所

若桜町大字

若桜

若桜町

大字若桜、大字三倉、

大字屋堂羅、大字高野、

大字来見野、大字諸鹿、

大字赤松、大字香田、

大字長砂、大字浅井、

大字湯原、大字渕見、

大字茗荷谷、大字 米

略

略

鳥
取
県
郡
家
警
察
署

若桜町若

桜警察官

駐在所

若桜町大字

若桜

若桜町

大字若桜、大字三倉、

大字屋堂羅、大字高野、

大字来見野、大字諸鹿、

大字赤松、大字不香田、

大字長砂、大字浅井、

大字湯原、大字渕見、

大字茗荷谷、大字 米

略

略

のうち のうち

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。この は から する15 10 １


